
 

 

 

 

 

生活福祉資金特例貸付の受付について 

新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、

生活福祉資金貸付制度の福祉資金（緊急小口資金）及び総合支援資金（生活支援費）について、特例貸付を令和

２年１２月末まで実施します. 

なお、感染拡大の防止と対応する職員の感染リスク回避の観点から、貸付の申し込みは原則として郵送で受け付

けておりますのでお知らせします。 

ただし、総合支援資金（延長も含む）については、生活自立支援センター（宇城市社会福祉協議会内）との面談

がありますので、事前に電話にてご連絡をお願いいたします。 

 

１ 郵送での申し込み手順 

①熊本県社会福祉協議会のホームページ（下記リンク参照）から申込書関係様式をダウンロードし、必要事項を

記載後、添付書類と併せて下記先に郵送してください。 

 

熊本県社会福祉協議会ホームページ http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/ 

②関係様式のダウンロード等ができない場合は、宇城市社会福祉協議会に電話で連絡し、関係様式の郵送を依頼

してください。関係様式が届いたら、必要事項を添付書類と併せて同封の返信用封筒で郵送してください。 

 

２ 宇城市社会福祉協議会に来所しての手順 

【添付書類】緊急小口資金・総合支援資金共通 

①住民票（世帯員全員及び続柄が確認でき発行３ヶ月以内のもの） 

②身分を証明できるもののコピー（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等、裏書があれば必ず両面を

コピー） 

③預金通帳のコピー（表紙及び１ページ目、ネット銀行は不可） 

※既に緊急小口資金を申し込んだ方が総合支援資金を申し込まれる場合は、上記添付書類は不要です。 

 

問合せ先 「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」 

０１２０－４６－１９９９ 受付時間９：００～２１：００（土日・祝日を含む） 

宇城市社会福祉協議会 地域福祉課 総合相談センター係 

０９６４－２７－９９７２ 受付時間８：３０～１７：１５（月～金 土日・祝日を除く） 

 

送付先 〒８６９－０５２４ 宇城市松橋町豊福１７８６ 

宇城市社会福祉協議会 緊急小口資金特例貸付担当宛 

http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/

